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津波被災箇所の調査結果および対応方針（案）
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津波被災箇所の調査について津波被災箇所の調査について〔〔中間報告書（案）より中間報告書（案）より〕〕

今回の津波による河口部近傍の堤防
被災に関係する因子には次のものが考
えられる。
誘因
・ 地震動による地盤や堤体の液状化
・ 津波の越流
・ 河川遡上時の河道に沿った流れ
・ 堤内地から河道への流れ
・ 堤内地から海岸に向かう戻り流れ

（堤内地の法尻に沿った流れ）

素因
・ 堤防構造（天端舗装。法面被覆工、

根固め工を含む）
・ 堤防直下の基礎地盤条件
・ 堤内の標高などの地形条件、建物な

どを含む地被状況
・ その他、地殻変動による沈降

■北上川

■鳴瀬川 ■名取川

■阿武隈川１ １



阿武隈川における津波被災の詳細調査阿武隈川における津波被災の詳細調査

タイプＡタイプＢ

タイプＣ
タイプＢ

タイプＣ

タイプＢ

タイプＣ

タイプＡ

タイプＡ
堤防天端・裏法が大崩壊

パラペット損壊

タイプＢ
堤防裏法が崩壊

パラペット損壊

タイプＣ
大きな堤体変状なし

パラペット残存

＜被災タイプ図＞

タイプＢ

タイプＡ

タイプＢ

タイプＣ

タイプＣ

タイプＢ
タイプＡ
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阿武隈川における津波被災の詳細調査阿武隈川における津波被災の詳細調査

0.8m

推定
T.P.7.5m程度

左岸 右岸

□□□： 現況堤防高
□□□： 計画高水位
□□□： 平均河床高
□□□： 最深河床高
□●□： 津波痕跡高（河道内）
□●□： 津波痕跡高（堤内）

推定
T.P.7m程度

▽T.P.約5m

□□□： 現況堤防高
□□□： 計画高水位
□□□： 平均河床高
□□□： 最深河床高
□●□： 津波痕跡高（河道内）
□●□： 津波痕跡高（堤内）

推定津波痕跡
推定津波痕跡

▽T.P.6.2
m

右岸
荒浜地
区

左岸
新浜地
区

推定越流範囲 推定越流範囲

パラペット設置

３ ３



阿武隈川における津波被災の詳細調査（荒浜地区）阿武隈川における津波被災の詳細調査（荒浜地区）

噴砂痕

・ 0.0k付近の高水敷に噴砂痕

・ 基礎地盤は砂質土（Fc=10%以下）
・ FL=0.4～0.5程度

４ ４



阿武隈川における津波被災の詳細調査（荒浜地区）阿武隈川における津波被災の詳細調査（荒浜地区）

５ ５



阿武隈川における津波被災の詳細調査（荒浜地区土質調査）阿武隈川における津波被災の詳細調査（荒浜地区土質調査）

６ ６



阿武隈川における津波被災の詳細調査（荒浜地区土質調査）阿武隈川における津波被災の詳細調査（荒浜地区土質調査）

約0.4
～

約0.6

約0.4
～

約1.0

約0.5
～

約11.0

７ ７



阿武隈川における津波被災の詳細調査（変状根拠資料）阿武隈川における津波被災の詳細調査（変状根拠資料）

８ ８



阿武隈川における津波被災の詳細調査（変状根拠資料）阿武隈川における津波被災の詳細調査（変状根拠資料）

９ ９
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阿武隈川における津波被災の詳細調査（波向根拠資料）阿武隈川における津波被災の詳細調査（波向根拠資料）

１０ １０



名取川における津波被災調査名取川における津波被災調査

タイプＣ

タイプＢ

タイプＢ

タイプＢ

タイプＡタイプＡ

タイプＡ

タイプＢ

タイプＡ
堤防天端・裏法が大崩壊

パラペット損壊

タイプＢ
堤防裏法が崩壊

パラペット損壊

タイプＣ
大きな堤体変状なし

パラペット残存

＜被災タイプ図＞タイプＣ

タイプＡ

0.0k

1.0k

(地域住民からの提供）

液状化による噴砂・噴水

液状化が見られるが
堤防に大きな変状は
ない

１１ １１
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名取川における津波被災の詳細調査名取川における津波被災の詳細調査

▽T.P.約4.0m

推定
T.P.10m程度

左岸 右岸

0.8m

右岸特殊堤区
間

□□□： 現況堤防高
□□□： 計画高水位
□□□： 平均河床高
□□□： 最深河床高
□●□： 津波痕跡高（河道内）
□●□： 津波痕跡高（堤内①）
□●□： 津波痕跡高（堤内②）

▽T.P.約4.0m

推定
T.P.10m程度

□□□： 現況堤防高
□□□： 計画高水位
□□□： 平均河床高
□□□： 最深河床高
□●□： 津波痕跡高（河道内）
□●□： 津波痕跡高（堤内①）
□●□： 津波痕跡高（堤内②）

推定津波痕跡

推定越流範囲

推定津波痕跡
推定越流範囲

１２ １２



名取川における津波被災の詳細調査名取川における津波被災の詳細調査

（藤塚地区）

１３ １３



名取川における津波被災の詳細調査名取川における津波被災の詳細調査

(地域住民からの提供）

・ -0.2k付近の堤内地側で液状化による
噴砂・噴水

液状化による噴砂・噴水

（閖上下流地区-0.8k+3m～-0.1k+69m）

１４ １４



名取川における津波被災の詳細調査名取川における津波被災の詳細調査
（閖上上流地区0.0k-27.2m～0.6k+80m）

１５ １５



名取川における津波被災の詳細調査名取川における津波被災の詳細調査

海

（藤塚：太夫野地区NO11+30m～NO29）

１６ １６



名取川における津波被災の詳細調査（変状根拠資料）名取川における津波被災の詳細調査（変状根拠資料）

１７ １７



名取川における津波被災の詳細調査（波向根拠資料）名取川における津波被災の詳細調査（波向根拠資料）

１８ １８



鳴瀬川における越流方向調査及び被災状況鳴瀬川における越流方向調査及び被災状況
（鳴瀬川左岸の状況）（鳴瀬川右岸の状況）

・越流痕跡なし。
・堤内の浸水は大部分が海岸からの流入によるものと
推測される。（赤線は浮遊物の痕跡）

・堤外→堤内へ越流浸水があるが軽微
・堤内の浸水は大部分が海岸からの流入による。
（裏法の状況）

・河道及び海からの浸入と推測される。
・堤内の浸水は大部分が海岸からの流入による。
（背後地の状況）

・越流痕跡なし。
・堤内の浸水は大部分が海岸からの流入によるものと
推測される。

・堤外→堤内の越流
・裏法に大規模な落堀が連続する。

・堤内→堤外の越流
・表法肩が洗掘されている。

堤 内

堤 内

堤 内堤 外

堤 内 堤 内

津波は全体的に
南東→北西方向に流入

・河口～東名運河
津波：堤内→堤外

・東名運河～JR橋
津波：堤外→堤内

・JR橋～
津波：越流なし

・JR橋～
津波：越流なし

・野蒜築港跡～JR橋
津波：堤外→堤内

・河口～野蒜築港跡
津波：堤内→堤外1.0k

2.
0k

3.0k

東名運河

JR橋

野蒜築港跡

タイプＡ
堤防天端・裏法が大崩壊

パラペット損壊

タイプＢ
堤防裏法が崩壊

パラペット損壊

タイプＣ
大きな堤体変状なし

パラペット残存

＜被災タイプ図＞

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

⑤

⑥

0.0k

タイプＡ

タイプＢ

タイプＣ

１９ １９

野蒜水位観測所



吉田川合流
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鳴瀬川における津波被災の詳細調査鳴瀬川における津波被災の詳細調査

左岸 右岸

□□□： 現況堤防高
□□□： 計画高水位
□□□： 平均河床高
□□□： 最深河床高
□●□： 津波痕跡高

▽T.P.約4.3m

推定
T.P.8m程度

▽T.P.約3.8m

推定
T.P.9m程度

□□□： 現況堤防高
□□□： 計画高水位
□□□： 平均河床高
□□□： 最深河床高
□●□： 津波痕跡高

推定津波痕跡
推定越流範囲

推定津波痕跡
推定越流範囲

右岸特殊堤区間

２０ ２０

野蒜水位観測所
津波観測水位TP6.3m

野蒜水位観測所
津波観測水位TP6.3m

野蒜資料館痕跡



鳴瀬川における津波被災の詳細調査鳴瀬川における津波被災の詳細調査
（浜市その１地区0.2k+0.0m～0.4k+287m）

２１ ２１



鳴瀬川における津波被災の詳細調査鳴瀬川における津波被災の詳細調査
（浜市その4地区1.2k+155m～1.6k+22m）

２２ ２２



鳴瀬川における津波被災の詳細調査鳴瀬川における津波被災の詳細調査
（野蒜その1地区0.0k-16m～0.4k+20m）

２３ ２３



鳴瀬川における津波被災の詳細調査鳴瀬川における津波被災の詳細調査
（野蒜その2地区0.4k-48m～0.6k+54m）

２４ ２４
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３／１１
東北地方太平洋沖地震発生

３／１２ ４／１４ ４／３０ ５／９ ６／９ ６／２９Ｈ１８

H18撮影（地震前） H23.03.12撮影

H23.04.14撮影

H23.04.30撮影

H23.05.09撮影H23.06.09撮影 H23.06.29撮影

鳴瀬川
河口砂州状況

大潮 大潮 大潮 大潮 大潮 大潮 大潮

中潮小潮小潮中潮若潮小潮

大潮

H23.08.30撮影
鳴瀬川左岸0.45km 法面崩落L=40m
波浪浸食によるものと推定

法面崩落箇
所

２５ ２５



北上川における津波被災の詳細調査北上川における津波被災の詳細調査

タイプＡ
堤防天端・裏法が大崩壊

パラペット損壊

タイプＢ
堤防裏法が崩壊

パラペット損壊

タイプＣ
大きな堤体変状なし

パラペット残存

＜被災タイプ図＞

0.0k1.0k

2.0k

3.0k

4.0k5.0k

6.0k

7.0k8.0k

9.0k
10.0k

11.0k

12.0k

タイプＣ

タイプＡ

タイプＢ

タイプＢ
タイプＢ

タイプＢ

タイプＢ

タイプＡ

タイプＣ

タイプＡ

２６ ２６
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左岸 右岸

北上川における津波被災の詳細調査北上川における津波被災の詳細調査

□□□： 現況堤防高
□□□： 計画高水位
□□□： 平均河床高
□□□： 最深河床高
□●□： 津波痕跡高（河道内）
□●□： 津波痕跡高（堤内）

□□□： 現況堤防高
□□□： 計画高水位
□□□： 平均河床高
□□□： 最深河床高
□●□： 津波痕跡高（河道内）
□●□： 津波痕跡高（堤内）

▽T.P.約4.6m

推定
T.P.12m程度

▽T.P.約4.6m

推定
T.P.12m程度

推定津波痕跡

推定越流範囲

推定津波痕跡

推定越流範囲

２７ ２７



北上川における津波被災の詳細調査（月浜地区）北上川における津波被災の詳細調査（月浜地区）

被災断面（スケッチ・ポンチ絵等）

堤防構造（被災前）

・土堤部はM44～T14年施工、川裏が著しく侵食を受けている（津波越流）。

・河口部特殊堤はＨ１８年３月に施工、川側へ引きづられるように倒壊・崩壊し
ている。

参考情報

土堤部（終点側より2.6k付近・左岸） 特殊堤（終点側より ０k ・河口区間）

月浜第一水門上流区間の堤防

月浜堤防・土堤部

法裏法の堤防侵食（2.4k付近）

月浜堤防・土堤部

月浜第一水門に隣接する堤防の侵食状況
（1.8k付近）

月浜堤防・水門取付部

土堤部水門側

復旧断面

応急盛土（岩ズリ）

応急盛土

特殊堤部

土堤部

月浜堤防・土堤部 月浜堤防・土堤部
月浜堤防・土堤部

特殊堤が倒壊（手前が一部健全な区間） 特殊堤は、川側に倒壊
一部区間では、川側に引きづり込まれるように倒壊

遡上津波高「約T.P.=8.0m」と推定

2.0k（月浜第一水門）

約T.P.7.0m

遡上津波高（推定）

0.1k（月浜第二水門付近）

窓に残った痕跡が水門管理橋の高欄
よりも高いことからT.P.7.0m程度と推定。

土堤部 特殊堤部

(-0.8k+135.0m～0.6k+112.0m)

7500

(2.2k+50.0m～2.4k+0.0m)

２８ ２８



北上川における津波被災の詳細調査（月浜地区）北上川における津波被災の詳細調査（月浜地区）

２９ ２９



北上川における津波被災の詳細調査（釜谷地区）北上川における津波被災の詳細調査（釜谷地区）

被災断面（スケッチ・ポンチ絵等）

堤防構造（被災前）

・釜谷堤防はS30～H8年施工、津波により堤防約1,100mが流出。

・堤体部分は、ほぼ全段面が流出している。

富士橋

北上大橋

富士川北上川

植生工（むしろ張り）

植生工（むしろ張り）

応急盛土（購入土）
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←北上川
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堤体の一部（道路１車線分）が残っている区間
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北上川における津波被災の詳細調査（釜谷地区）北上川における津波被災の詳細調査（釜谷地区）
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北上川における津波被災の詳細調査（橋浦地区）北上川における津波被災の詳細調査（橋浦地区）

津波による護岸の流出および変状
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河口部の津波による被災過程については、その時点の現地調査状
況から中間報告(案)において、以下のとおり整理した。

今回整理した前項までの調査結果においても、被災過程に大きな変更はな
いと考えられる。

ただし、被災規模に与える要因については、以下の状況が整理ができると考
えられる。

①越流水深の大小による被災規模の変化については、越流水深の計測（痕跡
の把握）が難しいこともあり、明確に整理できなかった。

・阿武隈川右岸については、越流水深が小さいと推定される上流区間に
おいても、下流区間より被災規模が大きい箇所が確認されている。

・北上川右岸については、上流に位置する釜谷地区の被災規模が大き
かった。

②越流方向の違いによる被災規模の変化については、影響が大きいことがわ
かった。

・阿武隈川右岸や北上川については、流向の違いによりパラペットの損
壊や裏法面の被災状況に違いが見られた。

その他、現地調査等が困難な戻り流れや流速との関連等については、今後実施予定の河
川津波遡上シミュレーションの結果等から、別途整理することが必要と考えている。

河口部津波による被災過程河口部津波による被災過程

・堤防タイプ「土堤」あるいは堤防タイプ「特殊堤」の川裏側に盛土した部
分の被災過程は越流した津波の流れ（堤防横断方向）または堤防法尻に
沿った縦断方向の流れによってのり面およびのり尻近傍（法尻に近いのり
面やのり尻に接する基礎地盤表面）が洗掘され、法面部分の土が自立でき
なくなって局所崩壊が起こり、さらに洗掘され崩壊が進行する進行性の崩
壊を起こし、最終的に土を用いた部分が流失するに至ったと推定される。
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【中間報告(案)記載内容】

【中間報告(案)記載内容】

前項までの調査結果等から本復旧の基本方針については、中間報告(案)記
載内容と大きな変化はないと考える。

調査結果からの補足的な記載は、以下の内容と考える。

①宮城県内の海岸堤防高が公表されたことから、これと整合性を図る必要があ
る。

②液状化への対応に関しては、阿武隈川右岸及び名取川右岸において液状化
の痕跡が確認されていること、阿武隈川右岸の地盤調査結果からの液状化判
定においてFL=1.0以下であること、海岸堤防高と整合性を図る場合、現堤防高

より高くなる区間が発生すること、等を考慮し、液状化の検討及び必要に応じて
対策を行う必要がある。

③被災過程の整理において、流向の違いが被災規模に影響を与えていると整
理したが、堤防構造の縦断変化については、洪水、高潮への対応や堤防弱部
を作ることとなることなどから、基本的には一連区間を同構造で整備することを
基本とする。

河口部津波被災箇所の本復旧の基本方針（案）河口部津波被災箇所の本復旧の基本方針（案）

【本復旧に当たり考慮すべき事項】
・ 津波対策について、二段階の津波レベルに分けて検討する提言がなさ

れようとしている（土木学会東日本大震災特別委員会 津波特定テーマ
委員会 第１回報告会資料）。

・ 河口部における河川堤防は、海岸堤防との整合性を有する必要がある
が、現時点では確定していない。

・ 津波による堤防の被災区間の多くは、地域の交通体系にとって欠かせ
ない道路との兼用工作物になっている。

・ 河口部以外の堤防と共通の特性ではあるが、段階的に強化を重ねてき
た堤防の堤体材料やその締め固め状況、ならびに地盤特性などのデー
タは少ない。

・ 一部区間では浸水している地域での施工となることや、河川水に接した
区域での施工となる区間が存在している。

【河口部堤防の本復旧の基本方針】
前項までの記述と上記事項に基づき、今次被災の本復旧の基本方針を

以下の通りとする。

① 洪水及び高潮に対する対策として、堤防形状を復旧し、洗掘に対する
強化を行うことを基本とする。

② 復旧する堤防高は、地殻変動による地盤沈降分を考慮した高さとする
（地盤沈降による必要な高さについては、測量結果から決定する）。

③ 復旧する堤防形状は、下記のタイプを基本とする。
A. 堤防全体が流失した箇所（鳴瀬川右岸野蒜地区及び北上川右岸

釜谷地区）については、全断面を土堤により復旧する。
B. 特殊堤の土堤部が流失している箇所（阿武隈川右岸荒浜地区及び

名取川右岸閖上地区）については、土堤により復旧する。なお、パ
ラペットが流出している範囲は、パラペット分の高さも土堤により復
旧する。

C. 土堤で法面が洗掘されている箇所（北上川左岸月浜地区や鳴瀬川
左岸、名取川左岸、阿武隈川左岸）については、洗掘箇所を盛土
で復旧する。

④ 復旧にあたっては、必要な土質調査を実施するとともに、適切な工法を
選択する。

⑤ 洪水及び高潮による洗掘に対する強化対策として、被災状況に応じて
護岸を設置する。

⑥ 必要に応じて液状化対策等を行う。
⑦ 接続する海岸堤防の復旧計画が示された場合には、整合を図る。
⑧ 隣接するまちづくり等の計画が明らかとなった場合には、整合を図る。

Ａタイプ
Ｂ－１タイプ（阿武隈川右岸荒浜地区）

必要に応じて
液状化対策を実施

Ｃタイプ

必要に応じて
液状化対策を実施

地盤沈降対応
を実施する

（特殊堤（パラペット））

Ｂ－２タイプ（名取川右岸閖上地区）

必要に応じて
液状化対策を実施

地盤沈降対応
を実施する

（特殊堤（自立式擁壁））

必要に応じて
液状化対策を実施

地盤沈降対応
を実施する

地盤沈降対応
を実施する

（土堤または特殊堤）

※洗掘は、表法のみ、裏法のみ、または両方の場合がある。

Ａタイプ
Ｂ－１タイプ（阿武隈川右岸荒浜地区）

必要に応じて
液状化対策を実施

Ｃタイプ

必要に応じて
液状化対策を実施

地盤沈降対応
を実施する

（特殊堤（パラペット））

Ｂ－２タイプ（名取川右岸閖上地区）

必要に応じて
液状化対策を実施

地盤沈降対応
を実施する

（特殊堤（自立式擁壁））

必要に応じて
液状化対策を実施

地盤沈降対応
を実施する

地盤沈降対応
を実施する

（土堤または特殊堤）

※洗掘は、表法のみ、裏法のみ、または両方の場合がある。
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〔〔参考参考〕〕各河川河口部における海岸堤防の高さ各河川河口部における海岸堤防の高さ
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牡鹿半島東部

雄勝湾奥部唐桑半島西部①

気仙沼湾奥部

七ヶ浜海岸①

地域海岸の分割の考え方

１）湾毎の区分を基本とし、半島や離島の遮蔽効果
も考慮して区分。

２）湾奥部における増幅等が顕著な場合は、外湾と
内湾を区分。

３）砂浜海岸は、大河川の土砂供給や沿岸漂砂の
特性により区分。

⇒宮城県沿岸を２２の地域海岸に分割
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宮城県の地域海岸分割図宮城県の地域海岸分割図
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宮城県沿岸の海岸堤防高の設定（案）宮城県沿岸の海岸堤防高の設定（案）
単位：ｍ（Ｔ．Ｐ．）

対象地震
設計津波の

水位
※２

唐桑半島東部 14.4 明治三陸地震 10.3 11.3 ○ 11.3 4.5～6.1

唐桑半島西部① 24.0 明治三陸地震 10.2 11.2 ○ 11.2 4.0～4.5

唐桑半島西部② 13.8 明治三陸地震 8.9 9.9 ○ 9.9 2.5～3.2

気仙沼湾 14.6 明治三陸地震 6.2 7.2 ○ 7.2 2.8～4.5

気仙沼湾奥部 8.9 明治三陸地震 4.0 5.0 ○ 5.0 2.8～4.5

大島東部 12.1 明治三陸地震 10.8 11.8 ○ 11.8 1.8～4.5

大島西部 12.1 明治三陸地震 6.0 7.0 ○ 7.0 2.5～5.1

本吉海岸 18.8 明治三陸地震 8.8 9.8 ○ 9.8 2.5～5.5

志津川湾 20.5 想定宮城県沖
地震 7.7 8.7 ○ 8.7 3.6～5.1

追波湾 14.9 明治三陸地震 7.4 8.4 ○ 8.4 2.6～4.5

雄勝湾 16.3 明治三陸地震 5.4 6.4 ○ 6.4 3.1～5.9

雄勝湾奥部 16.3 明治三陸地震 8.7 9.7 ○ 9.7 4.1～5.9

女川湾 18.0 明治三陸地震 5.6 6.6 ○ 6.6 3.2～5.8

牡鹿半島東部 20.9 明治三陸地震 5.9 6.9 ○ 6.9 4.4～5.1

牡鹿半島西部 10.5 チリ地震 5.0 6.0 ○ 6.0 2.9～4.6

万石浦 2.4 チリ地震 1.5 2.5 ○ 2.6 2.6

石巻海岸 11.4 明治三陸地震 3.4 4.4 高潮にて決定 7.2 4.5～6.2

松島湾 4.8 チリ地震 3.3 4.3 ○ 4.3 2.1～3.1

七ヶ浜海岸① 8.9 明治三陸地震 4.4 5.4 ○ 5.4 3.1～5.0

七ヶ浜海岸② 11.6 明治三陸地震 5.8 6.8 ○ 6.8 5.0～6.2

仙台湾南部海岸① 12.9 明治三陸地震 5.3 6.3 高潮にて決定 7.2 5.2～7.2

仙台湾南部海岸② 13.6 明治三陸地震 5.2 6.2 高潮にて決定 7.2 6.2～7.2

※１　地域海岸とは「湾の形状や山付け等の自然条件」、「文献や被災履歴等の過去に発生した津波の実績津波高さ及びシ
　　　ミュレーションの津波高さ」から同一の津波外力を設定しうると判断される一連の海岸線に分割したもの。

※２　一の地域海岸に対しては、一の設計津波の水位を設定することを基本とするが、設計津波の水位が当該地域海岸内の海
　　　岸線に沿って著しく異なる場合、地域海岸を分割して複数の設計津波の水位を定めたため、必要堤防高の設定が異なる
　　　場合がある。

※３　津波による堤防高設定が高潮による設定よりも大きくなる場合は「○」、小さくなる場合は「高潮にて決定」。

※４　新計画堤防高は、環境保全、周辺景観との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して、
　　　海岸保全基本計画に定めるものである。
　　　整備段階における海岸堤防高さは、計画堤防高の範囲内で暫定的な高さとする場合がある。

新計画堤防高
※４

被災前
現況堤防高

地域海岸名
※１

今次津波
痕跡高

津波＞高潮
のチェック

※３

設計津波
設計津波
から求めた
必要堤防高

※２
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大島西部 12.1 明治三陸地震 6.0 7.0 ○ 7.0 2.5～5.1

本吉海岸 18.8 明治三陸地震 8.8 9.8 ○ 9.8 2.5～5.5

志津川湾 20.5 想定宮城県沖
地震 7.7 8.7 ○ 8.7 3.6～5.1

追波湾 14.9 明治三陸地震 7.4 8.4 ○ 8.4 2.6～4.5

雄勝湾 16.3 明治三陸地震 5.4 6.4 ○ 6.4 3.1～5.9

雄勝湾奥部 16.3 明治三陸地震 8.7 9.7 ○ 9.7 4.1～5.9

女川湾 18.0 明治三陸地震 5.6 6.6 ○ 6.6 3.2～5.8

牡鹿半島東部 20.9 明治三陸地震 5.9 6.9 ○ 6.9 4.4～5.1

牡鹿半島西部 10.5 チリ地震 5.0 6.0 ○ 6.0 2.9～4.6

万石浦 2.4 チリ地震 1.5 2.5 ○ 2.6 2.6

石巻海岸 11.4 明治三陸地震 3.4 4.4 高潮にて決定 7.2 4.5～6.2

松島湾 4.8 チリ地震 3.3 4.3 ○ 4.3 2.1～3.1

七ヶ浜海岸① 8.9 明治三陸地震 4.4 5.4 ○ 5.4 3.1～5.0

七ヶ浜海岸② 11.6 明治三陸地震 5.8 6.8 ○ 6.8 5.0～6.2

仙台湾南部海岸① 12.9 明治三陸地震 5.3 6.3 高潮にて決定 7.2 5.2～7.2

仙台湾南部海岸② 13.6 明治三陸地震 5.2 6.2 高潮にて決定 7.2 6.2～7.2

※１　地域海岸とは「湾の形状や山付け等の自然条件」、「文献や被災履歴等の過去に発生した津波の実績津波高さ及びシ
　　　ミュレーションの津波高さ」から同一の津波外力を設定しうると判断される一連の海岸線に分割したもの。

※２　一の地域海岸に対しては、一の設計津波の水位を設定することを基本とするが、設計津波の水位が当該地域海岸内の海
　　　岸線に沿って著しく異なる場合、地域海岸を分割して複数の設計津波の水位を定めたため、必要堤防高の設定が異なる
　　　場合がある。

※３　津波による堤防高設定が高潮による設定よりも大きくなる場合は「○」、小さくなる場合は「高潮にて決定」。

※４　新計画堤防高は、環境保全、周辺景観との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して、
　　　海岸保全基本計画に定めるものである。
　　　整備段階における海岸堤防高さは、計画堤防高の範囲内で暫定的な高さとする場合がある。

新計画堤防高
※４

被災前
現況堤防高

地域海岸名
※１

今次津波
痕跡高

津波＞高潮
のチェック

※３

設計津波
設計津波
から求めた
必要堤防高

※２
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■岩沼市震災復興計画グランドデザインH23.8.7 ※抜粋 ■亘理町震災復興基本方針 ※抜粋

阿武隈
川

出典：第３回亘理町震災復興会議
H23.9.4 資料-3
土地利用ゾーニング（案）

阿武隈川

東日本大震災による被災状況や海辺に低平地が広がる本町の地形的条件などを踏まえ、

津波防災対策については、ハード・ソフトの両面の策を講ずることにより、大津波が起こ

っても生命が守られる、安全・安心なまちづくりを目指し、次のように定めます。

５ 津波防災対策の考え方

（１）津波から「まち」を守る防潮対策(多重防御)   

① 海辺の防潮対策

○離岸堤などの復旧・建設

○河川・海岸堤防施設及び海岸防災林の整備

○自然と共生した人工丘（緩衝地帯）の整備

② 内陸の防潮対策

○高盛土構造による主要交通施設などの整備

（２）津波から「生命」を守る避難施設・避難路の整備

① 避難施設などの整備・確保

○避難施設の復旧・整備

○津波避難ビルの復旧・整備

○防災拠点施設及び防災総合公園の整備

② 内陸部へ迅速に避難できる東西方向の避難路の整備

○都市計画道路荒浜大通線及び鳥屋崎方面への避難路の整備

○柴街道線、台田線、中條新道線、五十刈線及び野地流線の道路改良

（３）防災機能の再構築

① 情報伝達

○防災行政無線のデジタル化などの推進

○災害時における防災ＦＭ（臨時災害放送局）の活用

○避難誘導サイン（標識）の整備

○迅速な避難に向けた災害時要援護者への情報伝達

② 防災教育

○学校を拠点とした災害に強い地域づくりの確立

（防災教育、被災体験の伝承など）

③ 防災意識の醸成

○防災、減災対策の啓蒙と地域防災体制（自主防災組織、自治組織など）の強化

○地域防災計画とハザードマップの見直し

〔〔参考参考〕〕隣接するまちづくり計画について（阿武隈川）隣接するまちづくり計画について（阿武隈川）
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■名取市震災復興計画（素案）H23.9.1 ※抜粋 ■仙台市震災復興計画（中間案）H23.9 ※抜粋

出典：河北新報社HP  
2011年10月03
日

〔〔参考参考〕〕隣接するまちづくり計画について（名取川）隣接するまちづくり計画について（名取川）
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〔〔参考参考〕〕隣接するまちづくり計画について（鳴瀬川）隣接するまちづくり計画について（鳴瀬川）
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〔〔参考参考〕〕隣接するまちづくり計画について（北上川）隣接するまちづくり計画について（北上川）

４０ ４０



参考：隣接するまちづくり計画について（旧北上川）参考：隣接するまちづくり計画について（旧北上川）
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